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平成２９年第３回羽幌町議会定例会会議録 

 

〇議事日程（第２号） 

平成２９年３月８日（水曜日） 午前１０時００分開議 

 

第 １ 会議録署名議員の指名                           

第 ２ 諸般の報告                                

第 ３ 報告第 １号 平成２８年度定期監査報告（第３次）について         

第 ４ 議案第 ５号 羽幌町個人情報保護条例の一部を改正する条例         

第 ５ 議案第 ６号 羽幌町職員の育児休業等に関する条例及び羽幌町職員の勤務時 

           間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例         

第 ６ 議案第 ７号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例 

の一部を改正する条例 

第 ７ 議案第 ８号 羽幌町税条例等の一部を改正する条例             

第 ８ 議案第 ９号 羽幌町スクールバス設置条例の一部を改正する条例       

第 ９ 議案第１０号 羽幌町集会所条例の一部を改正する条例            

第１０ 議案第１１号 羽幌町へき地保健福祉館条例を廃止する条例          

第１１ 議案第１２号 羽幌町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める 

条例の一部を改正する条例 

第１２ 議案第１３号 羽幌町デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例の一 

部を改正する条例     

第１３ 議案第１４号 羽幌町いきいきデイサービスセンター設置及び管理に関する条 

例を廃止する条例  

第１４ 議案第１５号 羽幌町介護保険条例の一部を改正する条例           

第１５ 議案第１６号 羽幌町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に 

関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

第１６ 議案第１７号 廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例    

第１７ 議案第１８号 羽幌町し尿等の処理に関する条例の一部を改正する条例     

第１８ 議案第１９号 羽幌町企業振興促進条例の一部を改正する条例         

第１９ 議案第２０号 羽幌町雇用促進助成条例の一部を改正する条例         

第２０ 議案第２１号 羽幌町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例        

第２１ 議案第２２号 平成２８年度羽幌町一般会計補正予算（第１１号）       

第２２ 議案第２３号 平成２８年度羽幌町国民健康保険事業特別会計補正予算 

（第２号） 

第２３ 議案第２４号 平成２８年度羽幌町介護保険事業特別会計補正予算（第４号）  

第２４ 議案第２５号 平成２８年度羽幌町下水道事業特別会計補正予算（第３号）   
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第２５ 議案第２６号 平成２９年度羽幌町一般会計予算               

第２６ 議案第２７号 平成２９年度羽幌町国民健康保険事業特別会計予算       

第２７ 議案第２８号 平成２９年度羽幌町後期高齢者医療特別会計予算        

第２８ 議案第２９号 平成２９年度羽幌町介護保険事業特別会計予算         

第２９ 議案第３０号 平成２９年度羽幌町下水道事業特別会計予算          

第３０ 議案第３１号 平成２９年度羽幌町簡易水道事業特別会計予算         

第３１ 議案第３２号 平成２９年度羽幌町港湾上屋事業特別会計予算         

第３２ 議案第３３号 平成２９年度羽幌町水道事業会計予算             

第３３ 発議第 １号 羽幌町各会計予算特別委員会の設置並びに委員の選任について  

 

〇出席議員（１１名） 

    １番 村 田 定 人 君      ２番 金 木 直 文 君 

    ３番 阿 部 和 也 君      ４番 船 本 秀 雄 君 

    ５番 小 寺 光 一 君      ６番 熊 谷 俊 幸 君 
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    ９番 逢 坂 照 雄 君     １０番 寺 沢 孝 毅 君 

   １１番 森     淳 君                   

 

〇欠席議員（０名） 

 

〇地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した人 

     町     長    駒 井 久 晃 君                

     副 町 長    江 良   貢 君                

     教 育 長    山 口 芳 徳 君                

     教育委員会委員長    森   弘 子 君                
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     地域振興課長    酒 井 峰 高 君                

     地域振興課主幹    木 村 和 美 君                

     地 域 振 興 課                             
                富 樫   潤 君                
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     財 務 課 長    三 浦 義 之 君                
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     財務課税務係長    山 川 恵 生 君                

     町 民 課 長    室 谷 眞 二 君                

     町民課住宅係長    近 藤 優 樹 君                

     町 民 課                             
                                熊 谷 裕 治 君                
     町民生活係長                             
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                山 田 太 志 君                
     環境衛生係長                             

     福 祉 課 長    熊 木 良 美 君                

     福  祉  課                             
                竹 内 雅 彦 君                
     社会福祉係長                             

     福祉課子ども係長    宇 野 延 仁 君                

     福  祉  課                             
                室 谷 みどり 君                
     国保医療年金係長                             

     健康支援課長    更 科 滋 子 君                
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     地域包括支援    奥 山 洋 美 君                
                                         
     センター室長                             
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                金 丸 貴 典 君                
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     健 康 支 援 課                             
                村 上   達 君                
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     建 設 課 長    三 上 敏 文 君                

          建設課主任技師    石 川 隆 一 君                

          建設課主任技師    笹 浪   満 君                

          建 設 課 主 幹    上 田 章 裕 君                

          建設課管理係長    更 科 信 輔 君                              

     上下水道課長    宮 崎 寧 大 君                
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                吉 田 吉 信 君                
     主 任 技 師                             
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     上 下 水 道 課                             
                小笠原   聡 君                
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    ◎開議の宣告 

〇議長（森  淳君） これから本日の会議を開きます。 

 

（午前１０時００分） 

 

    ◎会議録署名議員の指名 

〇議長（森  淳君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定によって、 

   ３番 阿 部 和 也 君    ４番 船 本 秀 雄 君 

を指名します。 

 

    ◎諸般の報告 

〇議長（森  淳君） 日程第２、諸般の報告を行います。 

 本日の欠席並びに遅刻届け出はありません。 

 会議規則第２１条の規定により、本日の議事日程表は配付いたしましたので、ご了承

願います。 

 これで諸般の報告を終わります。 

 

    ◎報告第１号 

〇議長（森  淳君） 日程第３、報告第１号 平成２８年度定期監査報告（第３次）

についてを議題とします。 

 本案について代表監査委員の報告を求めます。 

 代表監査委員、鈴木典生君。 

〇代表監査委員（鈴木典生君） ただいま議題となりました平成２８年度定期監査報告

（第３次）について、内容のご説明を申し上げます。 

 地方自治法第１９９条第４項の規定に基づき、定期監査を実施したので、同条第９項

の規定により、その結果を別紙のとおり報告いたします。 

 次の１ページをお開き願います。定期監査報告書。 

 １、監査の時期及び対象は、平成２９年１月２３日から１月２６日までの４日間にわ

たりまして、農業委員会、農林水産課、建設課、商工観光課、上下水道課の５機関を対

象に船本監査委員とともに実施したところでございます。 

 ２、監査の対象とした事項でありますが、財務に関する事務の執行が適正かつ効率的

に行われているかを主眼として、提出された関係書類・帳簿等に基づきその内容を確認

するとともに、関係職員からの聞き取りにより実施をいたしました。 

 ３、監査の結果につきましては、財務に関する事務についてそれぞれ適正な執行に努

められたものと認められました。 
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 主な内容につきましては、次のとおり報告いたします。２ページをお開き願います。

以下、１２月末現在における主な事項についてご説明を申し上げます。 

 最初に、農業委員会について申し上げます。（１）、農地法等に基づく取り扱い処理

状況であります。耕作目的による権利移動等の処理件数は合計７９件となっております。 

 次の（２）、農業者年金受給状況では、受給者数は１４０人となっております。 

 （３）の契約状況は説明を省略させていただきます。 

 ３ページをお開き願います。農林水産課について申し上げます。（１）の農林水産業

振興事業補助金交付状況では、合計件数は３２件で、補助金額は１億１，７２１万６，

２１６円であります。前年度と比較して、特に水産業で特産物魅力発信事業、冷凍施設

整備事業補助金の約３５８万円が減となりましたことから、全体では約５１９万円減少

しております。 

 （２）、契約状況の①、物品購入・修繕、次のページをお開き願います。②、業務委

託につきましては記載のとおりでございますので、ごらんをいただき、説明は省略をさ

せていただきます。③、工事請負としましては、町有林整備事業により平地区の間伐、

面積１４．８ヘクタールの施工を行っております。 

 次に、（３）、漁村環境改善総合センター利用状況は、ごらんのとおりとなってござ

います。 

 ５ページをお開き願います。（４）、焼尻めん羊育成管理状況でありますが、管理頭

数は合計５４７頭でありますが、前年同期と比較し４１頭の減となっております。内容

は記載のとおりでございます。 

 次に、６ページをお開き願います。商工観光課について申し上げます。（１）、資金

融資利用状況の中小企業特別融資利用状況につきましては、金融機関の融資限度額７億

円に対しまして利用件数は合計９４件、融資残額は４億３，３４６万４，５００円で、

利用率は６１．９２％となっております。 

 （２）、契約状況につきましてはごらんをいただき、説明は省略させていただきます。 

 ７ページをお開き願います。（３）、ハートタウンはぼろ収支状況でありますが、収

入２，４７２万１，３５３円、支出２，２７４万９，６６５円で、収入額から支出額を

差し引いた形式収支は１９７万１，６８８円となっております。 

 （４）の焼尻発電所運転保守業務受託事業の契約金額は４，４６５万円で、収入済額

の合計は３，６７６万４，０２１円であります。なお、営業・配電事業及び諸費用は実

績精算額であります。 

 ８ページをお開き願います。（５）、商工観光振興事業補助金交付状況でありますが、

合計件数は５８件で、内訳は労働関係２件、商工関係３５件、観光関係２１件で補助金

額の合計は９，５６７万６，６０２円で、うち交付済額は８，２９６万７，３８４円と

なっております。 

 （６）、観光施設等入り込み状況では、昨年度と比較し３，４４３人減の１６万１，
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９５３人となっております。 

 （７）、観光イベント入り込み状況及び次のページ、（８）の勤労青少年ホーム利用

状況は記載のとおりでございますので、ごらんをいただき、説明は省略をさせていただ

きます。 

 １０ページをお開き願います。建設課について申し上げます。１、建設港湾事業の

（１）、契約状況であります。内容は記載のとおりでございますが、③、工事請負につ

いて、土木につきましては前年度より７，４６３万８，８００円増加し、１億１，７８

７万１，２００円となっております。これは、主として長久橋補修工事８，２８３万６，

０００円の増によるものであります。また、建築におきましても前年度より７億３，３

９７万３，７２０円増加し、１１億４，８０６万８，７６０円となっておりますが、こ

れは主として羽幌小学校改築工事の平成２８年度分が前年度分より５億６，４７５万５，

０００円増加したことによるものであります。 

 次の１１ページをお開き願います。（２）、補助金交付状況、（３）の道路占用許可

状況は、説明を省略させていただきます。 

 （４）、建築確認申請状況であります。１２月末現在の新築及び増築合わせた件数は

１６件で、表の右下、増減欄では前年度より新築で５件の減、増築で２件の増、合計で

は３件の減となっております。 

 １２ページをお開き願います。（５）、町道舗装整備状況では、実延長は前年度と変

わりませんが、舗装延長が市街地区で１１７メートルの増となっております。これは、

幸町南６丁目連絡線の道路改良により舗装延長が延びたものであります。舗装率は全体

で０．１％増の５３．０％となっております。 

 （６）、町道除雪計画であります。道路、歩道延長及び除雪委託延長も、前年度から

の変更はありません。 

 １３ページをお開き願います。上下水道課について申し上げます。１の上水道事業、

（１）の契約状況、次の１４ページ、２の下水道事業、（１）、契約状況につきまして

は、ごらんをいただくことにより説明は省略をさせていただきます。 

 １５ページをお開き願います。（２）、水洗便所等改造に関する状況の①、公営住宅

及び一般住宅についてでありますが、表の次に平成１４年度から２８年度までの年度別

水洗便所改造戸数を記載しております。前年度と比較しますと２１戸減少し５６戸で、

累計では１，８８２戸となっております。②、資金あっせん状況では、２８年度１２月

末現在、貸し付けは３件の７９万７，０００円で、累計では３２件、貸付金額は２，２

２９万円となっております。今年度の貸し付けはありませんでした。次の１６ページを

お開き願います。③、補助金交付状況でありますが、各世帯及び集合住宅等の合計件数

は１３件で、補助金交付額は２６０万円となっております。 

 次に、３、簡易水道事業の（１）、契約状況につきましては、内容は記載のとおりで

ございますので、ごらんをいただき、説明は省略をさせていただきます。 
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 以上で平成２８年度第３次定期監査報告といたします。よろしくご理解賜りますよう

お願い申し上げます。 

〇議長（森  淳君） これから監査報告の内容について、監査委員に対して質疑を行

います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで質疑を終わります。 

 討論は、議会の運営に関する基準に基づき省略します。 

 これから報告第１号を採決します。 

 本案は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） 異議なしと認めます。 

 したがって、報告第１号 平成２８年度定期監査報告（第３次）については原案のと

おり承認することに決定しました。 

 

    ◎議案第５号 

〇議長（森  淳君） 日程第４、議案第５号 羽幌町個人情報保護条例の一部を改正

する条例を議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 総務課長、飯作昌巳君。 

〇総務課長（飯作昌巳君） ただいま上程されました議案第５号 羽幌町個人情報保護

条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由とその内容についてご説明申し上げ

ます。 

 平成２９年３月７日提出、羽幌町長。 

 提案の理由でございますが、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律、いわゆる番号法の改正に伴いまして、本条例に引用する文言等に変

更が生じることから、改正しようとするものでございます。 

 改正内容の説明をいたしますので、別紙でお配りをしております議案第５号の新旧対

照表をごらんください。左側に現行条文を、右側に改正案を記載し、改正箇所には下線

を引いて表示してございます。 

 １ページ目、第２条第６号ですが、用語の定義において、番号法による準用規定が追

加されたことによる改正でございます。 

 次に、第２４条ですが、番号法の条番号変更に伴います引用条項の繰り下げでござい

ます。 

 次に、２ページ目、第２９条ですが、番号法の改正により、行政機関保護法の規定の

一部が読みかえられるとともに、準用規定を加えるものでございます。 

 以上が改正内容の説明でございます。なお、改正文の朗読につきましては、ただいま
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の説明をもって省略させていただきます。 

 附則、この条例は、平成２９年５月３０日から施行する。 

 以上でございます。よろしくご審議、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（森  淳君） これから議案第５号について質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで討論を終わります。 

 これから議案第５号を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第５号 羽幌町個人情報保護条例の一部を改正する条例は原案のと

おり可決されました。 

 

    ◎議案第６号 

〇議長（森  淳君） 日程第５、議案第６号 羽幌町職員の育児休業等に関する条例

及び羽幌町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例を議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 総務課長、飯作昌巳君。 

〇総務課長（飯作昌巳君） ただいま上程されました議案第６号 羽幌町職員の育児休

業等に関する条例及び羽幌町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条

例につきまして、提案理由とその内容についてご説明申し上げます。 

 平成２９年３月７日提出、羽幌町長。 

 提案の理由でございますが、国が推進する育児、介護と仕事との両立支援によります

地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行

う労働者の福祉に関する法律の改正に伴いまして、町条例における規定の整備を行うた

め、改正しようとするものでございます。 

 それでは、改正内容の説明をいたしますので、別紙でお配りをしております説明資料、

新旧対照表をごらんください。 

 １枚をめくっていただいた１ページ目、羽幌町職員の育児休業等に関する条例の第２

条第３号は、非常勤職員の育児休業取得の要件でございまして、現在、子の１歳到達日

に引き続き在職が見込まれている非常勤職員とする規定を、１歳６カ月に拡大し、引き

続き在職することが明確でなくても可能とする旨を改正し、あわせて文言の修正を行っ

てございます。 
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 次に、２ページ目、新たに第２条の２を加え、養子縁組の有無にかかわらず要保護児

童を預かって養育する里親、いわゆる養育里親も育児休業の対象とする旨を規定し、現

行条例の第２条の２を第２条の３に繰り下げ、３ページ目になりますけれども、第３号

の文言を修正するとともに、４ページの第２条の３を第２条の４に繰り下げるものでご

ざいます。 

 次に、第３条ですが、既に育児休業を取得した子について再度取得することができる

特別な事情を規定してございますが、事由別に規定し直すとともに、里親に関する事項

を新たに加え、以下号番号の繰り下げと文言の修正を行っております。 

 次に、５ページ目、第１０条でございますが、育児短時間勤務について、最初の取得

から１年が経過しなくても再度取得することができる特別な事情を規定してございます

が、先ほどの第３条と同様、事由別に規定し直すとともに、里親に関する事項を新たに

加え、以下号番号の繰り下げを行っております。 

 次に、６ページ目、第２０条ですが、部分休業を取得する際の労働基準法に基づく育

児時間との調整について規定をしておりますが、あわせて新たに設けられた介護時間と

の調整についても規定するものでございます。 

 次に、７ページ目、羽幌町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の第１１条ですが、

介護時間が新設されたことによる改正でございます。 

 次に、第１５条ですが、介護休暇の分割取得が可能となるよう改正するもので、３回

を超えず、かつ通算して６カ月を超えない範囲で取得できるよう規定し、第２項で文言

の整理を行ってございます。 

 次に、８ページ目、第１５条の２として新たに１条を加えておりますが、これは先ほ

ども触れました介護時間の規定を加えるものでありまして、連続する３年以内において

１日につき２時間以下で介護時間を取得できるものでございます。 

 次に、第１７条、休暇取得の際の承認の規定ですが、列記される休暇の種類の中に介

護時間を加えるものでございます。 

 以上が説明の内容でございます。議案書にお戻りいただきまして、附則でございます

が、第１項は、平成２９年４月１日から施行する旨を規定し、第２項は、改正前の条例

において介護休暇の承認を受けた職員は、本条例の施行日後においては介護休暇の残り

の期間を分割して取得できる場合がある旨を規定した経過措置を記載しております。 

 以上が改正内容の説明でございます。改正文の朗読につきましては、ただいまの説明

をもって省略させていただきます。 

 よろしくご審議、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（森  淳君） これから議案第６号について質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで討論を終わります。 

 これから議案第６号を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第６号 羽幌町職員の育児休業等に関する条例及び羽幌町職員の勤

務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎議案第７号 

〇議長（森  淳君） 日程第６、議案第７号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及

び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 総務課長、飯作昌巳君。 

〇総務課長（飯作昌巳君） ただいま上程されました議案第７号 特別職の職員で非常

勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例につきまして、提案理

由とその内容についてご説明申し上げます。 

 平成２９年３月７日提出、羽幌町長。 

 提案の理由でございますが、羽幌町監査委員、識見を有する者として選任された監査

委員につきまして、監査業務の複雑化や高い専門性を要することを考慮し、月額報酬を

増額するため、改定しようとするものでございます。監査委員は、常に法令及び条例規

則に従い、みずからの判断と責任において誠実かつ厳正にその職務を遂行すべき義務を

有しており、近年の複雑多岐化する行政事務の中にあって住民の負託に応える重責がま

すます増加する傾向にございます。このような中、監査所要日数を初め、議会等への出

席、さらには事務処理等に必要な登庁日数を含めた監査委員活動日数では、全道平均を

大きく上回り、全道第１位となっているものであり、本町の健全な行政運営に寄与され

てございます。こうした担う重責と果たす職務の大きさに鑑み、現行１３万円の月額報

酬額を１６万５，０００円に改定するものでございます。 

 それでは、改正文を朗読いたします。 

 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例。 

 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和４７年羽幌町条

例第１８号）の一部を次のように改正する。 

 別表中「１３万円」を「１６万５，０００円」に改める。 

 附則、この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 

 以上でございます。よろしくご審議、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（森  淳君） これから議案第７号について質疑を行います。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで討論を終わります。 

 これから議案第７号を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第７号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する

条例の一部を改正する条例は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎議案第８号 

〇議長（森  淳君） 日程第７、議案第８号 羽幌町税条例等の一部を改正する条例

を議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 財務課長、三浦義之君。 

〇財務課長（三浦義之君） ただいま上程されました議案第８号 羽幌町税条例等の一

部を改正する条例につきまして、提案理由とその内容をご説明申し上げます。 

 平成２９年３月７日提出、羽幌町長。 

 提案理由は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地

方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律及び地方税法施行令の一部を改正する政

令等の一部を改正する政令の公布に伴い、本条例における規定の整備を行うため、改正

しようとするものでございます。 

 次のページをお開き願います。 

 羽幌町税条例等の一部を改正する条例。 

 改正内容につきましては、別途配付しております資料、羽幌町税条例等の一部を改正

する条例（要旨）に基づき説明いたしますので、ご用意願います。 

 この改正は、消費税率１０％への引き上げが平成３１年１０月１日まで延期されたこ

とに伴い、関連する町民税と軽自動車税を改正しようとするものでございます。 

 まず、町民税で１点目は、個人町民税の住宅ローン控除制度の適用期限延長で、平成

３１年６月３０日までの適用期限を平成３３年１２月３１日まで延長する改正でござい

ます。 

 ２点目は、法人町民税の法人税割額の税率改正時期の変更で、制限税率１２．１％を

８．４％に改正する時期を平成２９年４月１日施行から平成３１年１０月１日施行に変

更する改正でございます。 
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 次に、軽自動車税の改正でございますが、１点目は、環境性能割の創設時期の変更で、

自動車による環境負荷の低減を図るため、環境性能に応じて税率が決定される環境性能

割を創設する時期の変更で、平成２９年４月１日施行から平成３１年１０月１日施行に

変更する改正でございます。税率は、燃費基準に応じて非課税、１％、２％と設定され

ており、税率は軽自動車の車両取得の価額割合でございます。 

 ２点目は、グリーン化特例の延長で、３輪以上の軽自動車で、平成２８年４月１日か

ら平成２９年３月３１日までに新規に取得した一定の環境性能を有する場合、軽自動車

の税率を軽減する制度を平成３１年３月３１日まで延長する改正でございます。なお、

グリーン化特例とは、燃費基準に応じて軽自動車税を７５％、５０％、２５％軽減する

制度ですが、平成２９年４月１日以降については５０％及び２５％軽減の燃費基準が厳

しくなっております。 

 以上で改正内容の説明を終わりますが、この説明をもって条文の朗読は省略をさせて

いただきます。また、適用条項の改正や条項の整備等についても省略をさせていただき

ますので、よろしくお願いいたします。 

 以上で議案第８号の説明を終わりますが、よろしくご審議、ご決定賜りますようお願

い申し上げます。 

〇議長（森  淳君） これから議案第８号について質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで討論を終わります。 

 これから議案第８号を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第８号 羽幌町税条例等の一部を改正する条例は原案のとおり可決

されました。 

 

    ◎議案第９号 

〇議長（森  淳君） 日程第８、議案第９号 羽幌町スクールバス設置条例の一部を

改正する条例を議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 学校管理課長、春日井征輝君。 

〇学校管理課長（春日井征輝君） ただいま上程されました議案第９号 羽幌町スクー

ルバス設置条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由とその内容をご説明させ
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ていただきます。 

 平成２９年３月７日提出、羽幌町長。 

 提案の理由でございますが、羽幌町立羽幌保育園を閉園することに伴い、本条例にお

ける規定の整備を行うため、改正しようとするものであります。 

 議案の下段部分をごらんください。羽幌町スクールバス設置条例の一部を改正する条

例。 

 羽幌町スクールバス設置条例（平成２年羽幌町条例第５号）の一部を次のように改正

する。 

 別に配付しております新旧対照表により内容を説明させていただきますので、表のほ

うをごらんいただきたいと思います。表の左側が現行、右側が改正後の案となっており、

下線部分の記載が今回の改正箇所となっております。 

 現行、第２条中、羽幌保育園、羽幌町内私立幼稚園及び羽幌町立小・中学校を、改正

後、羽幌町内の認定こども園及び幼稚園並びに小・中学校に改正するものであります。 

 以上の説明をもちまして条文の朗読は省略させていただきます。 

 附則、この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 

 以上であります。よろしくご審議の上、ご決定賜りますようよろしくお願いいたしま

す。 

〇議長（森  淳君） これから議案第９号について質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで討論を終わります。 

 これから議案第９号を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第９号 羽幌町スクールバス設置条例の一部を改正する条例は原案

のとおり可決されました。 

 

    ◎議案第１０号 

〇議長（森  淳君） 日程第９、議案第１０号 羽幌町集会所条例の一部を改正する

条例を議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 町民課長、室谷眞二君。 

〇町民課長（室谷眞二君） ただいま上程されました議案第１０号 羽幌町集会所条例
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の一部を改正する条例につきまして、提案理由並びに内容についてご説明申し上げます。 

 平成２９年３月７日提出、羽幌町長。 

 提案理由でございますが、平成２９年３月３１日をもって上羽幌集会所を廃止すると

ともに、羽幌町へき地保健福祉館条例（昭和４１年羽幌町条例第４号）で設置されてい

る羽幌町天売へき地保健福祉館を集会所として利用するため、改正しようとするもので

あります。 

 それでは、条文の朗読をいたします。 

 羽幌町集会所条例の一部を改正する条例。 

 羽幌町集会所条例（昭和４１年羽幌町条例第５号）の一部を次のように改正する。 

 第２条の表、上羽幌集会所の項を次のように改める。天売へき地保健福祉館、羽幌町

大字天売字弁天５３番地。 

 附則、この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 

 以上、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（森  淳君） これから議案第１０号について質疑を行います。 

 １０番、寺沢孝毅君。 

〇１０番（寺沢孝毅君） 質問をいたします。 

 廃止される上羽幌集会所ということはわかるのですけれども、天売へき地保健福祉館

を集会所条例の中に移行するというような中身かというふうに考えられるのですけれど

も、これを移行することによって、どのような利点とか効果を狙っているのかというこ

とをお聞きしたいと思います。というのは、特別移行しなくても、そのままへき地保健

福祉館として活用するという方法も当然あろうかと思うのですが、なぜわざわざ今回移

行するのか、その辺の意味がわからないものですから、そこをお聞きいたします。 

〇議長（森  淳君） 町民課長、室谷眞二君。 

〇町民課長（室谷眞二君） 現在あります天売へき地保健福祉館、これにつきましては、

次の議案のほうで説明がされると思うのですが、その目的を今、福祉館としての機能を

果たしていないということで、一般的に島民の方が自由にいろんな形で利用できる形と

いうことで、そのまま建物は残して活用してほしいという思いから、集会所という形に

位置づけをして残したいということから、今回提案させていただいております。 

〇議長（森  淳君） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで討論を終わります。 

 これから議案第１０号を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
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（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第１０号 羽幌町集会所条例の一部を改正する条例は原案のとおり

可決されました。 

 

    ◎議案第１１号 

〇議長（森  淳君） 日程第１０、議案第１１号 羽幌町へき地保健福祉館条例を廃

止する条例を議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 福祉課長、熊木良美君。 

〇福祉課長（熊木良美君） ただいま上程されました議案第１１号 羽幌町へき地保健

福祉館条例を廃止する条例につきまして、提案理由をご説明申し上げます。 

 平成２９年３月７日提出、羽幌町長。 

 へき地保健福祉館は、地域住民の保健福祉を目的とした集会及び保育施設として、焼

尻地区は昭和４０年に、天売地区は昭和５２年にそれぞれ設置したものでありますが、

時代の変遷による利用実態の変化や現在の利用状況を踏まえ、焼尻地区の施設は廃止し、

天売地区の施設は用途変更することから、本条例を廃止しようとするものであります。

なお、焼尻地区の施設は普通財産として、天売地区の施設は集会所として活用予定であ

ります。 

 条文を朗読いたします。 

 羽幌町へき地保健福祉館条例を廃止する条例。 

 羽幌町へき地保健福祉館条例（昭和４１年羽幌町条例第４号）は、廃止する。 

 附則、この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 

 よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（森  淳君） これから議案第１１号について質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで討論を終わります。 

 これから議案第１１号を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第１１号 羽幌町へき地保健福祉館条例を廃止する条例は原案のと

おり可決されました。 
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    ◎議案第１２号 

〇議長（森  淳君） 日程第１１、議案第１２号 羽幌町家庭的保育事業等の設備及

び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 福祉課長、熊木良美君。 

〇福祉課長（熊木良美君） ただいま上程されました議案第１２号 羽幌町家庭的保育

事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例につきまして、

提案理由とその内容をご説明申し上げます。 

 平成２９年３月７日提出、羽幌町長。 

 提案理由でありますが、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準及び家庭的保育事

業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令の公布に伴い、家庭的保育事業

等における保育士の確保が困難な状況に対処するため、当面の間の措置として保育士配

置要件の弾力化を図るため、附則に特例措置を追加しようとするものであります。 

 次のページをごらんください。羽幌町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例。 

 羽幌町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年羽幌

町条例第２７号）の一部を次のように改正する。 

 別紙にて配付しております資料にて内容を説明させていただきます。 

 羽幌町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例新旧対照表をごら

ん願います。この表は、左側に現行を、右側に追加条項に下線を引いて表示しておりま

す。ごらんいただきたいと思います。 

 最初に、小規模保育事業所Ａ型及び保育所型事業所内保育事業所の職員配置に係る特

例としての規定表記でありますが、小規模保育事業所Ａ型は、利用定員が６人から１９

人以下の小さな事業所であり、保育所型事業所内保育所は、企業等の事業所が設置した

保育事業を対象とした特例の措置であります。なお、今のところ当町において該当施設

はない状況となっております。 

 各条文について要約して申し上げさせていただきます。 

 最初に、第６条は、保育園児の年齢別である保育士配置基準に対する緩和及び保育士

に係る配置基準の緩和に関する規定であり、子育て支援研修修了者等の従事が可能とな

るものであります。 

 第７条は、保育士算定における幼稚園教諭及び小学校教諭等の保育士代替のみなし活

用に関する規定であります。これにより、保育園教諭及び小学校教諭等の資格保有者を、

保育士としての算定が可能となるものであります。 

 第８条は、１日につき８時間を超えて開所する施設の加配人員において、子育て支援

研修修了者等の活用が可能となる弾力化についての規定であります。 
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 第９条は、幼稚園教諭及び小学校教諭等の活用範囲を必要保育士数の３分の１以内と

する基準でありますが、要件により３分の１の枠を超えての従事を認める緩和に関する

規定となっております。 

 ただいまの説明をもちまして各条文の朗読は省略させていただきます。 

 附則、この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 

 よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（森  淳君） これから議案第１２号について質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで討論を終わります。 

 これから議案第１２号を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第１２号 羽幌町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎議案第１３号～議案第１４号 

〇議長（森  淳君） 日程第１２、議案第１３号 羽幌町デイサービスセンターの設

置及び管理に関する条例の一部を改正する条例、日程第１３、議案第１４号 羽幌町い

きいきデイサービスセンター設置及び管理に関する条例を廃止する条例、以上２件につ

いて関連がありますので、一括議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 健康支援課長、更科滋子君。 

〇健康支援課長（更科滋子君） ただいま上程されました議案第１３号と議案第１４号

は、関連がありますので、一括して提案理由とその内容についてご説明申し上げます。 

 初めに、議案第１３号 羽幌町デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例の

一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。 

 平成２９年３月７日提出、羽幌町長。 

 提案の理由でございますが、介護保険法の規定に基づく介護予防・日常生活支援総合

事業の実施に関し必要な事項を定めるとともに、平成２９年３月３１日をもって羽幌町

いきいきデイサービスセンターを羽幌町デイサービスセンターに統合するため、改正し

ようとするものであります。 

 この経過につきましてご説明をさせていただきます。現在羽幌町デイサービスセンタ
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ーは、羽幌町社会福祉協議会を指定管理者とし、通所介護、デイサービスの事業を実施

し、活用しております。また、羽幌町いきいきデイサービスセンターは、介護予防の事

業を社会福祉協議会に委託する形で実施をしております。平成２９年度から当町も地域

支援事業、介護予防・日常生活支援総合事業に移行し、介護予防・日常生活支援サービ

ス事業を実施していこうとする中で、通所型サービスは現行相当のサービスを提供する

こととしておりますことから、介護給付で行っている通所介護と一体的に実施すること

が利用者と実施事業者にとって不安や負担が少ない方法であると考え、施設自体を一つ

の施設とすることといたしました。平成１３年に建設されましたいきいきデイサービス

センターは、デイサービスセンターと短い渡り廊下のような形でつなげて建設されてお

り、一体的な活用とした場合にも施設管理や利用者、事業者に支障がなく、より円滑な

活用につながるものと考え、用途転用の手続を行っております。 

 羽幌町デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例。 

 羽幌町デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例（平成２７年羽幌町条例第

２４号）の一部を次のように改正する。 

 配付しております羽幌町デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例の一部を

改正する条例新旧対照表をごらん願います。この新旧対照表は、左側に現行条文を、右

側に改正案を、また改正箇所には下線を引いて表示しております。 

 第１条では、要介護老人等を要介護高齢者等に字句を改め、第３条では、施設の利用

定員をおおむね４０人に改めております。 

 第７条では、それぞれの法令に規定する文言や条項を加え、また引用条文及び文言を

修正しており、第８条、第９条では、規定する引用条項等を改めております。 

 ただいまの説明をもちまして条文の朗読は省略をさせていただきます。 

 附則、施行期日、１、この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 

 経過措置、２、この条例の施行の際、現に法第１９条第２項に規定する要支援認定を

受けていた被保険者等の取り扱いについては、地域における医療及び介護の総合的な確

保を推進するための関係法律の整備等に関する法律（平成２６年法律第８３号）附則第

１１条の規定に準ずる。 

 以上で議案第１３号を終わりまして、次に議案第１４号 羽幌町いきいきデイサービ

スセンター設置及び管理に関する条例を廃止する条例につきまして、提案理由とその内

容をご説明申し上げます。 

 平成２９年３月７日提出、羽幌町長。 

 提案の理由でございますが、前段で説明させていただきましたとおり、平成２９年度

から事業の実施に当たり施設の一体的な活用が適当であるとのことから、平成２９年３

月３１日をもって羽幌町いきいきデイサービスセンターを羽幌町デイサービスセンター

に統合するため、廃止しようとするものであります。 

 羽幌町いきいきデイサービスセンター設置及び管理に関する条例を廃止する条例。 
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 羽幌町いきいきデイサービスセンター設置及び管理に関する条例（平成１７年羽幌町

条例第３４号）は、廃止する。 

 附則、この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 

 以上、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（森  淳君） これから議案第１３号 羽幌町デイサービスセンターの設置及

び管理に関する条例の一部を改正する条例について質疑を行います。 

 ２番、金木直文君。 

〇２番（金木直文君） 最初のほうの議案の中で、第１条、文言の改定で要介護老人の

「老人」を「高齢者」に置きかえていますが、老人と高齢者、どう違うのかと言われて

も正確には大して違わないような気もしますが、今回この文言を変えた理由というのか、

いきさつ等ありましたら、お聞きしたいと思います。 

〇議長（森  淳君） 健康支援課長、更科滋子君。 

〇健康支援課長（更科滋子君） お答えをいたします。 

 おっしゃるように、中身としては変わらないのですけれども、今、条例等ですとか法

律の中では老人という言葉ではなくて高齢者という言葉に統一というか、使っています

ので、その文言に合わせて改正をしているということです。 

〇議長（森  淳君） ２番、金木直文君。 

〇２番（金木直文君） そういうことであればと思いますが、でもまだまだ国のほうで

も老人福祉法の老人を使っていたり、特別養護高齢者ホームとは言っていませんし、こ

れからそういった方向でどんどん変わる流れになるのか、その辺の見通しとかもあわせ

てお聞きしたいと思います。 

〇議長（森  淳君） 健康支援課長、更科滋子君。 

〇健康支援課長（更科滋子君） 言葉が足りなかったかと思うのですけれども、引用す

る法令のもとになっているところで使っている文言が高齢者ということになっているの

で、ほかのところで老人福祉法とか老人のものについてももちろんありますので、そち

らは法律にのっとった形での文言を使っていきたいというふうに思っております。 

〇議長（森  淳君） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで討論を終わります。 

 これから議案第１３号を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） 異議なしと認めます。 
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 したがって、議案第１３号 羽幌町デイサービスセンターの設置及び管理に関する条

例の一部を改正する条例は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第１４号 羽幌町いきいきデイサービスセンター設置及び管理に関する条

例を廃止する条例について質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで討論を終わります。 

 これから議案第１４号を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第１４号 羽幌町いきいきデイサービスセンター設置及び管理に関

する条例を廃止する条例は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎議案第１５号 

〇議長（森  淳君） 日程第１４、議案第１５号 羽幌町介護保険条例の一部を改正

する条例を議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 健康支援課長、更科滋子君。 

〇健康支援課長（更科滋子君） ただいま上程されました議案第１５号 羽幌町介護保

険条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由とその内容をご説明申し上げます。 

 平成２９年３月７日提出、羽幌町長。 

 提案の理由でございますが、介護保険法の一部改正に伴い、被保険者支援のために必

要な保健福祉事業及び地域支援事業を行うため、改正しようとするものであります。 

 内容でありますが、４月から実施いたします地域支援事業を条例で規定すること、平

成３０年４月１日からの実施としておりました在宅医療介護連携推進事業、認知症総合

支援事業、生活支援体制整備事業について、平成２９年４月１日から準備し、開始する

ため、時期を改めるものであります。 

 羽幌町介護保険条例の一部を改正する条例。 

 羽幌町介護保険条例（平成１２年羽幌町条例第１６号）の一部を次のように改正する。 

 配付しております羽幌町介護保険条例新旧対照表をごらん願います。この新旧対照表

は、左側に現行条文を、右側に改正案を、また改正箇所には下線を引いて表示しており

ます。 

 １ページですが、第２条では、引用条項及び事業の名称を改め、新たに第２条の２で
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地域支援事業を実施する旨の規定を加えております。 

 １ページ下段から２ページ中段までの第３条では、第２条の２を加えたことによる引

用条項及び名称を整理しております。 

 ２ページ中段からの第４条では、生活保護法の改正に伴い、介護サービス利用に係る

介護扶助の規定が改定されたため、引用条項を整理しております。 

 下段から５ページまでの第５条では、第２条第２項で規定している事業の引用条文を

改め、居宅支援サービスを介護予防サービスに、居宅介護支援を介護予防支援になど、

条文で規定されている文言に改めております。 

 ５ページ中段からの附則、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するため

の関係法律の整備等に関する法律（平成２６年法律第８３号）附則第１４条に規定する

介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置、第７条で規定をしております事

業の開始時期につきましては、事業実施の準備ができましたことから、平成３０年４月

１日を平成２９年４月１日に改めております。 

 ただいまの説明をもちまして条文の朗読は省略をさせていただきます。 

 附則、この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 

 以上、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（森  淳君） これから議案第１５号について質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで討論を終わります。 

 これから議案第１５号を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第１５号 羽幌町介護保険条例の一部を改正する条例は原案のとお

り可決されました。 

 

    ◎議案第１６号 

〇議長（森  淳君） 日程第１５、議案第１６号 羽幌町指定地域密着型サービスの

事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を議題とし

ます。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 健康支援課長、更科滋子君。 

〇健康支援課長（更科滋子君） ただいま上程されました議案第１６号 羽幌町指定地
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域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例につきまして、提案理由とその内容をご説明申し上げます。 

 平成２９年３月７日提出、羽幌町長。 

 提案の理由でございますが、介護保険法の改正により、指定地域密着型サービスの事

業の人員、設備及び運営に関する基準の一部が改正されましたことから、本条例におけ

る規定の整備を行うため、改正しようとするものであります。 

 内容でございますが、介護保険法の改正に伴い国の基準見直しが行われ、従来訪問看

護と小規模多機能型居宅介護を複合型サービスとしておりましたが、看護小規模多機能

型居宅介護と名称が変更になり、あわせて登録定員及び通所定員の上限などについても

見直しが行われましたことから、国の基準に準じ、改定しようとするものであります。 

 羽幌町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例。 

 羽幌町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条

例（平成２５年羽幌町条例第１号）の一部を次のように改正する。 

 条文の説明をさせていただきます。配付しております羽幌町指定地域密着型サービス

の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例新旧対照表（概要）をごらん願

います。この新旧対照表は、左側に現行条文を、右側に改正案を、また改正箇所には下

線を引いて表示しております。なお、単純な名称の変更に関する部分につきましては、

変更例を記載し、条文につきましては省略をしておりますので、ご了承願います。 

 １ページ上段で目次以下の名称の変更例を記載しております。条例本文中において、

複合型サービスを看護小規模多機能型居宅介護に改め、改正箇所を明確にするため、改

正文では前後に「指定」や「事業所」、「事業者」、「従業者」、「の提供」、「計

画」などの文言を加えておりますが、この趣旨といたしましては、複合型サービスを看

護小規模多機能型居宅介護に名称を変更するものでございます。看護小規模多機能型居

宅介護のほか、そのもととなる小規模多機能型居宅介護について、あわせて運営基準を

改定するものであります。 

 対照表の１ページ中段から５ページ上段までは小規模多機能型居宅介護の運営基準と

なりますが、１ページ中段から３ページ上段までの第８４条につきましては、従来小規

模多機能型居宅介護に施設が併設されている際に、それぞれの人員基準を満たした場合

は施設等の職務にも従事できる規定でありましたが、対象施設等を広げた上で従事する

職員を介護職員と看護師等へ区分する改定を行うものであります。 

 ３ページ中段からの第８５条、管理者につきましては、第８４条での改定のほか、地

域支援事業実施に伴う介護予防・日常生活支援総合事業についても従事することができ

る旨の規定を加えております。 

 ４ページの第８７条ですが、登録定員を２５人から２９人に改め、あわせて登録定員

に応じた利用定員についても改定するものであります。 
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 ５ページの第９３条、提供する介護の質の評価につきましては、外部評価機関の評価

を受けることとされていたものを、運営推進会議に報告し、公表するよう取り扱いを変

更するものであります。 

 中段からの第１９６条は看護小規模多機能型居宅介護の登録定員及び利用定員につい

てであり、内容につきましては第８７条で説明いたしました内容と同様の改定となって

おります。 

 ただいまの説明をもちまして条文の朗読は省略をさせていただきます。 

 附則、この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 

 以上、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（森  淳君） これから議案第１６号について質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで討論を終わります。 

 これから議案第１６号を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第１６号 羽幌町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び

運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例は原案のとおり可決されました。 

 暫時休憩します。 

 

休憩 午前１１時０１分 

再開 午前１１時１０分 

 

〇議長（森  淳君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

    ◎議案第１７号 

〇議長（森  淳君） 日程第１６、議案第１７号 廃棄物の処理及び清掃に関する条

例の一部を改正する条例を議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 町民課長、室谷眞二君。 

〇町民課長（室谷眞二君） ただいま上程されました議案第１７号 廃棄物の処理及び

清掃に関する条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由並びにその内容につい

てご説明申し上げます。 
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 平成２９年３月７日提出、羽幌町長。 

 提案理由でございますが、当該条例上の引用条項に誤りがあることから、規定の整備

を行うため、改正しようとするものであります。またあわせて、字句の修正を行うもの

であります。 

 それでは、条文の朗読をいたしますが、別にお配りいたしました新旧対照表も一緒に

ごらんいただきたいというふうに存じます。新旧対照表の左には現行を、右には改正文

を、また改正箇所には下線を引いてあります。 

 それでは、条文の朗読をいたします。 

 廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例。 

 廃棄物の処理及び清掃に関する条例（平成１４年羽幌町条例第１３号）の一部を次の

ように改正する。 

 第２０条第１項中「第７条第１項、第４項」を「第７条第１項又は第６項」に、「、

一般廃棄物処分業」を「又は一般廃棄物処分業」に、「法第７条第２項、第５項」を

「同条第２項又は第７項」に改める。 

 附則、この条例は、公布の日から施行する。 

 以上、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

〇議長（森  淳君） これから議案第１７号について質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで討論を終わります。 

 これから議案第１７号を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第１７号 廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条

例は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎議案第１８号 

〇議長（森  淳君） 日程第１７、議案第１８号 羽幌町し尿等の処理に関する条例

の一部を改正する条例を議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 町民課長、室谷眞二君。 

〇町民課長（室谷眞二君） ただいま上程されました議案第１８号 羽幌町し尿等の処

理に関する条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由並びに内容についてご説
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明申し上げます。 

 平成２９年３月７日提出、羽幌町長。 

 提案理由でございますが、浄化槽汚泥収集運搬業の許可について、廃棄物の処理及び

清掃に関する条例（平成１４年羽幌町条例第１３号）に規定する一般廃棄物処理業の許

可と重複していることから、本条例における規定の整備を行うため、改正しようとする

ものであります。 

 次のページをごらん願います。それでは、条文の朗読をいたしますが、別にお配りい

たしました新旧対照表も一緒にごらん願いたいというふうに存じます。左に現行文を、

右に改正文になっております。また、改正文については下線を引いております。 

 それでは、条文の朗読をいたします。 

 羽幌町し尿等の処理に関する条例の一部を改正する条例。 

 羽幌町し尿等の処理に関する条例（平成２７年羽幌町条例第３２号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第９条を削る。 

 第１０条第１項中「前２条」を「前条」に改め、同条を第９条とする。 

 第１１条各号列記以外の部分中「及び第９条」を削り、同条第１項中「第８条及び第

９条に規定する」を削り、同条第２号中「前条第２項に規定する」を削り、同条を第１

０条とする。 

 第１２条を第１１条とする。 

 第１３条中「又は第９条」を削り、同条を第１２条とし、第１４条を第１３条とする。 

 附則、この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 

 以上、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（森  淳君） これから議案第１８号について質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで討論を終わります。 

 これから議案第１８号を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第１８号 羽幌町し尿等の処理に関する条例の一部を改正する条例

は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎議案第１９号 
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〇議長（森  淳君） 日程第１８、議案第１９号 羽幌町企業振興促進条例の一部を

改正する条例を議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 商工観光課長、大平良治君。 

〇商工観光課長（大平良治君） ただいま上程されました議案第１９号 羽幌町企業振

興促進条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由とその内容をご説明申し上げ

ます。 

 平成２９年３月７日提出、羽幌町長。 

 提案理由でありますが、中小企業者等に対する支援を拡充することにより、地域経済

の活性化を図るとともに、あわせて規定の整備を行うため、改正しようとするものであ

ります。 

 主な改正点といたしましては、中小企業者等が行う開発事業に関する補助制度の拡充

となっております。 

 次のページをお開き願います。 

 羽幌町企業振興促進条例の一部を改正する条例。 

 羽幌町企業振興促進条例（平成２６年羽幌町条例第２号）の一部を次のように改正す

る。 

 改正内容につきましては、別途お配りしております新旧対照表でご説明させていただ

きます。新旧対照表は、左に現行条例を、右に改正案を記載しており、改正箇所には下

線を引いて表示しております。 

 初めに、第２条第７号につきましては、中小企業者等の取り扱いに特定非営利法人並

びに一般社団法人及び一般財団法人を加え、これに伴い表記順について改正をしており

ます。 

 次に、第９条につきましては、補助内容等の一部変更となっております。まず、見出

し及び第１項第１号につきましては、補助対象事業に新サービスの開発を加えるもので

あります。続いて、対照表の裏面になります第２項につきましては、本制度の活用を促

すため、補助対象事業費の下限を５０万円から３０万円に緩和するものであります。 

 以上が本改正条例の内容でありますので、これまでの説明をもちまして条文の朗読は

省略をさせていただきます。 

 附則、この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 

 以上であります。よろしくご審議、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（森  淳君） これから議案第１９号について質疑を行います。 

 ３番、阿部和也君。 

〇３番（阿部和也君） 拡充されるということは非常にいいことだと思うのですけれど

も、その中で新製品の開発及び新サービスの開発を新しくつけ加えるということで、新

サービスというのはどういった業種の方に該当するのかお聞きしたいと思います。 
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〇議長（森  淳君） 商工観光課長、大平良治君。 

〇商工観光課長（大平良治君） お答えいたします。 

 まず、思い当たる部分というか、なるであろうという部分でいくと、観光事業者の方

が主になろうかと思います。地域の資源を活用していただいて、交流人口がふえるよう

な新たなサービス、集客につながるような旅行商品ですとか、あと体験観光ですとか、

そういうものの開発のほうが該当になると思われます。 

〇議長（森  淳君） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで討論を終わります。 

 これから議案第１９号を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第１９号 羽幌町企業振興促進条例の一部を改正する条例は原案の

とおり可決されました。 

 

    ◎議案第２０号 

〇議長（森  淳君） 日程第１９、議案第２０号 羽幌町雇用促進助成条例の一部を

改正する条例を議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 商工観光課長、大平良治君。 

〇商工観光課長（大平良治君） ただいま上程されました議案第２０号 羽幌町雇用促

進助成条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由とその内容をご説明申し上げ

ます。 

 平成２９年３月７日提出、羽幌町長。 

 提案理由でありますが、助成対象事業者を拡充することにより、町内の雇用促進を図

るとともに、あわせて規定の整備を行うため、改正しようとするものであります。 

 改正点といたしましては、規定の明確化と助成対象事業者の拡充となっております。 

 羽幌町雇用促進助成条例の一部を改正する条例。 

 羽幌町雇用促進助成条例（平成２５年羽幌町条例第６号）の一部を次のように改正す

る。 

 改正内容につきましては、別途お配りしております新旧対照表でご説明させていただ

きます。新旧対照表は、左に現行条例を、右に改正案を記載しており、改正箇所には下
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線を引いて表示しております。 

 初めに、第２条第１号につきましては、常用労働者の所定労働時間について明確化を

するものであります。 

 次に、第３条につきましては、助成対象事業者の拡充となっております。まず、第１

項第１号につきましては、助成対象外でありました農水畜産業を削除いたしますことか

ら、それぞれ１つずつ繰り上げをするものであります。続いて、同項第５号につきまし

ては、新旧対照表の裏面をごらん願います。助成対象事業者として農水畜産業のうち法

人事業者を加えることにより、エをオとして繰り下げるものであります。 

 以上が本改正条例の内容でありますので、これまでの説明をもちまして条文の朗読は

省略をさせていただきます。 

 附則、この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 

 以上であります。よろしくご審議、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（森  淳君） これから議案第２０号について質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで討論を終わります。 

 これから議案第２０号を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第２０号 羽幌町雇用促進助成条例の一部を改正する条例は原案の

とおり可決されました。 

 

    ◎議案第２１号 

〇議長（森  淳君） 日程第２０、議案第２１号 羽幌町道路占用料徴収条例の一部

を改正する条例を議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 建設課長、三上敏文君。 

〇建設課長（三上敏文君） ただいま上程されました議案第２１号 羽幌町道路占用料

徴収条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由とその内容についてご説明申し

上げます。 

 説明の前に、議案の記載に誤りがありますので、訂正いたします。次のページの条例

の改正文で、羽幌町道路占用料徴収条例と法令番号の間の部分、「の一部を改正する条

例」とありますが、誤りですので、削除してくださいますようお願いいたします。 
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 羽幌町道路占用料徴収条例（昭和２９年羽幌町条例第３号）の一部を次のように改正

する。 

 平成２９年３月７日提出、羽幌町長。 

 改正の理由でございますが、道路法施行令（昭和２７年政令第４７９号）の一部改正

に伴い、羽幌町が管理する道路の占用料を改正するものです。道路占用料の額につきま

しては、現行国が定めた道路占用料単価を使用しており、今般国が平成２７年度に行わ

れた固定資産税評価額の評価替え、地価に対する賃料の水準の変動等を踏まえた改定を

行うことから、あわせて改正するものです。 

 変更の内容でございますが、別紙でお配りしております条例の新旧対照表をごらんく

ださい。表の左側が現行の条例で、右側が改正案でございます。下線を引いているとこ

ろが変更する箇所でありまして、固定資産税の評価替えに伴い、単価が１円から９０円

それぞれ下がっております。Ａに乗じて得た額については、乗じる率が０．００１から

０．００６それぞれふえております。また、この改正にあわせて、５ページの令第７条

第８号に掲げる施設として、地下（トンネルの上の地下を除く。）に設けるものが、階

数１、２、３、以上の３項目新たに加えられております。 

 なお、改正文の朗読は、ただいまの説明をもって省略させていただきます。 

 附則、この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 

 よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（森  淳君） これから議案第２１号について質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで討論を終わります。 

 これから議案第２１号を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第２１号 羽幌町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例は原案

のとおり可決されました。 

 

    ◎議案第２２号～議案第２５号 

〇議長（森  淳君） 日程第２１、議案第２２号 平成２８年度羽幌町一般会計補正

予算（第１１号）、日程第２２、議案第２３号 平成２８年度羽幌町国民健康保険事業

特別会計補正予算（第２号）、日程第２３、議案第２４号 平成２８年度羽幌町介護保

険事業特別会計補正予算（第４号）、日程第２４、議案第２５号 平成２８年度羽幌町



 - 86 - 

下水道事業特別会計補正予算（第３号）、以上４件を一括議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 町長、駒井久晃君。 

〇町長（駒井久晃君） ただいま提案となりました補正予算につきまして、その提案理

由をご説明申し上げます。 

 一般会計で既定の予算総額に歳入歳出それぞれ１億８９３万８，０００円を減額し、

予算の総額を歳入歳出それぞれ７３億２，０９０万３，０００円とするものでございま

す。 

 補正をいたします内容は、各事業の完了など執行による減額補正が主なものでありま

すが、まず歳出についてその主なものを申し上げます。２款総務費、財産管理費におい

て財政調整基金積立金１億１０万５，０００円の補正は、執行残による余剰金及び利息

を積み立てるものでございます。 

 次に、３款民生費、社会福祉費において扶助費１，２１３万７，０００円の補正は、

障害者自立支援事業の補正でございますが、サービス別にご説明いたします。まず、障

害福祉サービス扶助費１，７００万円の増額は、訪問介護や施設入所等によるサービス

利用者の増加によるものでございます。自立支援医療費の更生医療７３０万円の減額は、

障害者の人工透析患者の減少によるものでございます。療養介護医療費３５万円の増額

は、病院等での長期入院患者や重症心身障害者の医療費増加によるものでございます。

障害者通所給付費２０８万７，０００円の増額は、発達支援センター、放課後デイサー

ビスの利用者増加によるものでございます。財源につきましては、国が２分の１、道及

び町が４分の１の負担となっております。 

 同じく社会福祉費において国民健康保険事業特別会計操出金１，００９万２，０００

円の補正は、低所得者対策として実施している保険基盤安定事業の保険料軽減分の操出

金増加に伴うものが主なものでございます。 

 次に、１２款公債費において元金償還金１，２００万円の補正は、医師研究資金等貸

付金の返還が生じたことから、繰上償還を行うものでございます。 

 以上で歳出を終わり、次に歳入の主なものを申し上げます。９款地方交付税において

普通地方交付税５，０４２万６，０００円の補正は、普通地方交付税の交付額決定によ

る増額でございます。 

 １７款繰入金において財政調整基金繰入金６，１１２万５，０００円の減額は、収支

見込みから減額するものでございます。 

 １９款諸収入において医師研究資金等貸付金収入１，３００万円の補正は、貸し付け

している医師の退職に伴う返還金でございます。 

 このほか、歳入として国庫支出金や道支出金、町債などの特定財源につきましては、

それぞれの事業の確定による減額及び増額などでございます。 

 以上で一般会計を終わり、次に国民健康保険事業特別会計の補正についてご説明申し
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上げます。既定の予算総額に歳入歳出それぞれ１，４７６万９，０００円を減額し、予

算の総額を歳入歳出それぞれ１２億９，５５２万円とするものでございます。 

 補正をいたします内容は、歳出で１款総務費、一般管理費において一般職給６万５，

０００円と時間外勤務手当３３万５，０００円の増額は、職員人件費不足分でございま

す。 

 ７款共同事業拠出金において高額医療費共同事業医療費拠出金９９万５，０００円の

増額と保険財政共同安定化事業拠出金１，５４５万５，０００円の減額は、拠出金の確

定に伴う補正でございます。 

 ８款保健事業費において特定健康診査等委託料８３万９，０００円、特定健康診査情

報提供委託料２７万円の減額は、見込み件数の減少によるものでございます。 

 ９款諸支出金において特定健康診査・保健指導負担金精算還付金４０万円の増額は、

事業確定に伴う還付金でございます。 

 歳入においては、ただいまご説明いたしました各事業の確定に伴う減額及び増額とな

っております。 

 次に、介護保険事業特別会計の補正についてご説明申し上げます。介護保険について

は、介護サービス事業勘定の財源更正であり、予算総額に変更はありません。 

 補正をいたします内容は、繰入金の補正で、デイサービスセンター外部改修事業で道

補助金が２０万円減額決定となったことから、一般会計繰入金を同額増額するものでご

ざいます。 

 次に、下水道事業特別会計の補正についてご説明申し上げます。既定の予算総額に歳

入歳出それぞれ７，０３９万１，０００円を減額し、予算の総額を歳入歳出それぞれ４

億４，１９９万６，０００円とするものでございます。 

 補正をいたします内容は、歳出で１款総務費、一般管理費において一般職給３５７万

円と期末勤勉手当１２９万５，０００円、共済組合負担金９６万７，０００円、退職手

当組合負担金７９万４，０００円の減額は、職員人件費によるものでございます。同じ

く水洗便所改造等補助金６３７万５，０００円の減額は、補助事業に伴うものでござい

ます。同じく施設管理費において運転管理業務委託料１，０６０万８，０００円、下水

汚泥運搬業務委託料３００万円、下水汚泥廃棄物処理業務委託料３００万円の減額は、

入札による執行残の減額でございます。 

 次に、２款事業費、下水道建設費において測量調査等委託料１２０万円、実施設計委

託料２８０万円の減額は、予定事業量の減少によるものでございます。同じく公共下水

道整備工事請負費３，２７８万２，０００円の減額は、社会資本整備総合交付金の交付

決定額の減額に伴うものでございます。同じく水道管移設補償費２００万円の減額は、

補償工事の減少によるものでございます。 

 歳入につきましては、それぞれの事業で予定していた補助金や一般会計繰入金及び事

業債等を減額するものでございます。 
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 以上、今回補正をいたします予算の主な内容でございます。よろしくご審議の上、ご

決定賜りますようお願い申し上げまして、提案の理由とさせていただきます。 

〇議長（森  淳君） 次に、財務課長から内容説明を求めます。 

 財務課長、三浦義之君。 

〇財務課長（三浦義之君） 続きまして、私から内容をご説明申し上げます。 

 一般会計１８ページをお開き願います。１款議会費において議員期末手当８７万円の

減額は、実績による執行残の減額でございます。費用弁償７０万４，０００円の減額は、

会議等の減少によるものでございます。印刷製本費６１万円の減額は、議会だよりの印

刷ページ減少によるものでございます。 

 次に、２款総務費、企画費において臨時職員賃金１４９万円の減額は、まちづくり応

援寄附金推進事業で予定していた臨時職員の応募がなかったため、減額するものでござ

います。記念品１０万円の減額は、日本ハムファイターズ応援大使活用事業に伴う記念

品の執行残の減額でございます。２０ページをお開き願います。同じく企画費において

環境配慮型設備等導入促進事業費補助金１６５万円の減額は、エコアイランド構想によ

る補助申請見込みがないことによる減額でございます。民間賃貸集合住宅建設助成金２，

０００万円の減額は、実績による執行残の減額でございます。地域おこし協力隊活動費

補助金２０万円の減額は、協力隊の活動実績による執行残の減額でございます。まちづ

くり事業基金積立金１１６万円の増額は、入湯税収入相当分６３万４，０００円、商業

複合施設収益分４６万６，０００円、寄附金収入６万円を基金に積み立てるものでござ

います。 

 支所費において通院等輸送業務委託料６８万円の減額は、焼尻地区のリハビリ移送事

業の実績による執行残の減額でございます。 

 交通安全対策費において交通指導員報酬６５万４，０００円の減額は、出動実績によ

る執行残の減額でございます。 

 ２２ページをお開き願います。３款民生費、社会福祉費において保育士嘱託報酬１３

６万８，０００円の減額は、子ども発達支援センター保育士の中途退職による執行残の

減額でございます。地域おこし協力隊員報酬３００万円と特別旅費５７万円、自動車借

上料２３万９，０００円、研修負担金３４万円の減額は、離島地区の福祉活動を目的と

した２名、協力隊募集で応募がなかった１名と中途採用及び退職した１名の執行残を減

額するものでございます。 

 介護福祉費において老人福祉施設措置費３５２万５，０００円の減額は、措置対象者

減少による執行残の減額でございます。介護保険事業特別会計操出金２０万円の増額は、

デイサービスセンター外部改修事業の補助決定減額に伴う一般会計からの操出金増額で

ございます。 

 ２４ページをお開き願います。児童福祉費において一時預かり事業業務委託料６０万

円の減額は、利用者の減少による減額でございます。私立幼稚園就園奨励費補助金１０
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０万円の減額は、私立幼稚園の保育料軽減について実績による執行残の減額でございま

す。認定こども園施設型給付費負担金６７４万３，０００円の減額は、保育士配置数が

見込みよりも少なかったため、基準による加算がなく、減額するものでございます。放

課後健全育成事業給付費負担金９６万８，０００円の減額は、利用日数の減少などによ

る執行残の減額でございます。 

 常設保育所費において臨時保育士賃金４２０万円と賄材料費１５０万円の減額は、園

児数の状況から保育士２名の賃金及び賄い材料費を減額するものでございます。 

 児童措置費において扶助費８０７万５，０００円の減額は、児童手当給付事業実績に

伴う減額で、被用者児童手当で３歳未満１３９万５，０００円の減額、被用者児童手当

で３歳以上小学校修了前９０万５，０００円の減額、次のページをお開き願います。非

被用者児童手当で３歳未満１４０万円の減額、非被用者児童手当で３歳以上小学校修了

前６１６万円の減額、被用者児童手当で小学校修了後中学校修了前５９万円の増額、非

被用者児童手当で小学校修了後中学校修了前１１９万５，０００円の増額となっており

ます。なお、社会保険の対象となっている児童手当は被用者児童手当であり、社会保険

以外の国民健康保険の対象となっている児童手当は非被用者児童手当となっております。 

 次に、４款衛生費、保健衛生費において特別旅費４４万円と医師確保ＰＲ事業補助金

１２０万円の減額は、内灘町や金沢医科大学との医療関係者との交流による医師確保Ｐ

Ｒ事業を予定しておりましたが、実施できなかったことから、減額するものでございま

す。医師研究資金等貸付金８６２万５，０００円と助産師看護師修学資金貸付金３００

万円の減額は、貸し付け実績に伴う執行残の減額でございます。次の助産師看護師修学

基金積立金６０万円の増額は、貸付金返還に伴う積立金の増額でございます。 

 ２８ページをお開き願います。健康センター運営費において股関節脱臼検診委託料３

４万４，０００円の減額とがん検診委託料３２５万１，０００円の減額、予防接種委託

料１，１４８万７，０００円の減額、保健指導業務委託料１２万円の減額は、実績によ

る執行残の減額でございます。妊婦・乳幼児健康診査扶助費１１６万９，０００円の減

額は、実績による執行残の減額で、任意予防接種扶助費１５７万４，０００円の減額は、

Ｂ型肝炎予防接種が定期予防接種に移行したことなどによる減額でございます。 

 環境衛生費において天売火葬場管理人報酬３８万８，０００円の減額は、管理人不在

による減額でございます。天売墓地整備工事請負費５８万１，０００円の減額は、入札

による執行残の減額でございます。合併処理浄化槽設置事業補助金１２６万３，０００

円の減額は、浄化槽整備見込み件数が当初見込みを下回ったことから、執行残を減額す

るものでございます。 

 ３０ページをお開き願います。塵芥処理費の説明をいたします。まず、し尿処理事業

の補正ですが、光熱水費１２０万７，０００円の減額と修繕料７４５万５，０００円の

減額、沈砂処理業務委託料２４５万２，０００円の減額、活性炭交換業務委託料６９万

３，０００円の減額、し尿処理事業負担金１８２万円の減額は、実績による執行残の減
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額でございます。委託料において設計調査等委託料４５万４，０００円の減額は、旧一

般廃棄物最終処分場適正化事業完了に伴う入札執行残の減額でございます。羽幌町外２

町村衛生施設組合負担金２，９９９万円の減額は、広域し尿処理施設閉鎖等に伴い、構

成市町村負担金が減額となったものでございます。 

 次に、６款農林水産業費、野生動物対策費において通信運搬費２７万９，０００円の

減額は、天売島猫飼育ボランティア確保事業として実施した天売島への交通費助成の実

績による執行残を減額するものでございます。天売海鳥保護対策業務委託料５９万２，

０００円の減額は、ネズミ対策などにより野良猫捕獲がおくれたことから、執行残を減

額するものでございます。 

 同じく水産業振興費において財源更正は、離島の海上輸送費等に対する離島活性化交

付金の国庫補助金が２１万１，０００円増額決定となったことから、一般財源を同額減

額するものでございます。 

 ３２ページをお開き願います。７款商工費、商工振興費において光熱水費４６万６，

０００円の減額は、ハートタウンはぼろの電気料の執行残を減額するものでございます。

中小企業振興資金利子補給金１１５万７，０００円の減額は、実績による執行残の減額

でございます。商工青年部地域活性化事業補助金２１万円の減額は、商工青年部が北海

道商工会連合会から補助金交付を受けたことによる減額でございます。雇用促進助成金

２１６万円の減額は、実績による執行残の減額でございます。 

 観光費において観光施設整備委託料８３万８，０００円の減額は、サンセットビーチ

の椰子の木街灯撤去業務で、劣化度合いから一部を残したことによる執行残の減額でご

ざいます。リバーサイド施設改修工事請負費１，２００万円の減額は、サンセットプラ

ザ地下ピット内配管改修工事の入札による執行残の減額でございます。 

 ３４ページをお開き願います。８款土木費、都市計画費において下水道事業特別会計

操出金４，３６３万円の減額は、特別会計の事業費の減額に伴う操出金減額でございま

す。 

 住宅管理費において町営住宅修繕技術員嘱託報酬１６４万４，０００円の減額は、正

職員採用による減額でございます。公営住宅解体業務委託料１０４万円の減額と公営住

宅整備工事請負費１４２万６，０００円の減額、町有施設下水道接続工事請負費２４７

万８，０００円の減額は、入札による執行残の減額でございます。 

 同じく住宅建設費において公営住宅建設工事請負費１，３２５万９，０００円の減額

も、入札による執行残の減額でございます。 

 ３６ページをお開き願います。９款消防費において北留萌消防組合負担金１，３７２

万７，０００円の減額は、前年度繰越金の増額等に伴う負担金減額や高規格救急車装備

備品購入などの事業費確定による執行残の減額でございます。 

 １０款教育費、事務局費において修繕料１５５万７，０００円の減額は、天売地区教

職員住宅の屋根補修を予定しておりましたが、施設全体の老朽状況から不使用としたも
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のでございます。校用器具購入費４１万４，０００円の減額は、羽幌小学校で使用して

いるパソコンのうち２台更新予定でしたが、今後の全体の更新時期を考慮し、見送った

ものでございます。 

 同じく教育振興費において教育支援員報酬１３６万６，０００円の減額は、採用した

教育支援員２名が町内在住者であったため、当初予定していた転入者用の家賃相当額を

減額するものでございます。 

 ３８ページをお開き願います。小学校費において光熱水費１００万円の減額は、水道

使用料の実績による減額でございます。廃棄物処理業務委託料９１万１，０００円の減

額と校用器具購入費７５万円の減額は、羽幌小学校改築に伴う廃棄物処理業務委託費及

び備品購入費の入札による執行残の減額でございます。 

 同じく教育振興費において要保護・準要保護児童学用品就学援助費９７万円の減額と

高度へき地修学旅行援助費１１万５，０００円、準要保護児童給食扶助費９１万５，０

００円の減額は、実績による執行残の減額でございます。 

 ４０ページをお開き願います。中学校費において要保護・準要保護生徒学用品就学援

助費６４万８，０００円の減額と高度へき地修学旅行援助費５万４，０００円の減額、

準要保護生徒給食扶助費９万８，０００円の減額は、実績による執行残の減額でござい

ます。 

 ４２ページをお開き願います。１３款諸支出金、職員給与費において共済組合追加費

用負担金４９２万９，０００円の減額は、負担金の率改正による執行残の減額でござい

ます。 

 次の４３ページ、４４ページにつきましては、給与費明細書の状況でございます。ご

らんいただきまして、説明は省略をさせていただきます。 

 以上が一般会計の補正内容でございますが、国民健康保険事業特別会計など各特別会

計の補正内容につきましては、町長からの提案理由の説明をもって私からの説明は省略

させていただきます。よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（森  淳君） お諮りします。 

 審議の方法については、各会計ごとに歳入歳出予算、繰越明許費及び地方債一括して

質疑を行い、それぞれ討論、採決の順に従い、審議を進めることにしたいと思います。

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） 異議なしと認めます。 

 したがって、そのように進めることに決定しました。 

 昼食のため暫時休憩します。 

 

休憩 午前１１時５０分 

再開 午後 １時００分 
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〇議長（森  淳君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 これから議案第２２号 平成２８年度羽幌町一般会計補正予算（第１１号）について

歳入歳出予算、繰越明許費及び地方債一括して質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで討論を終わります。 

 これから議案第２２号を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第２２号 平成２８年度羽幌町一般会計補正予算（第１１号）は原

案のとおり可決されました。 

 次に、議案第２３号 平成２８年度羽幌町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２

号）について歳入歳出予算一括して質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで討論を終わります。 

 これから議案第２３号を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第２３号 平成２８年度羽幌町国民健康保険事業特別会計補正予算

（第２号）は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第２４号 平成２８年度羽幌町介護保険事業特別会計補正予算（第４号）

について歳入歳出予算一括して質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで討論を終わります。 

 これから議案第２４号を採決します。 
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 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第２４号 平成２８年度羽幌町介護保険事業特別会計補正予算（第

４号）は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第２５号 平成２８年度羽幌町下水道事業特別会計補正予算（第３号）に

ついて歳入歳出予算及び地方債一括して質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで討論を終わります。 

 これから議案第２５号を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第２５号 平成２８年度羽幌町下水道事業特別会計補正予算（第３

号）は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎議案第２６号～議案第３３号 

〇議長（森  淳君） 日程第２５、議案第２６号 平成２９年度羽幌町一般会計予算、

日程第２６、議案第２７号 平成２９年度羽幌町国民健康保険事業特別会計予算、日程

第２７、議案第２８号 平成２９年度羽幌町後期高齢者医療特別会計予算、日程第２８、

議案第２９号 平成２９年度羽幌町介護保険事業特別会計予算、日程第２９、議案第３

０号 平成２９年度羽幌町下水道事業特別会計予算、日程第３０、議案第３１号 平成

２９年度羽幌町簡易水道事業特別会計予算、日程第３１、議案第３２号 平成２９年度

羽幌町港湾上屋事業特別会計予算、日程第３２、議案第３３号 平成２９年度羽幌町水

道事業会計予算、以上８件を一括議題とします。 

 これから各会計予算の提案理由の説明を求めることとします。 

 日程第２５、議案第２６号、日程第２６、議案第２７号、日程第２７、議案第２８号、

日程第２８、議案第２９号、日程第２９、議案第３０号、日程第３０、議案第３１号、

日程第３１、議案第３２号、日程第３２、議案第３３号の各会計予算について提案理由

の説明を求めます。 

 町長、駒井久晃君。 

〇町長（駒井久晃君） ただいま提案となりました平成２９年度各会計予算につきまし

て、その提案理由をご説明申し上げます。 
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 我が国の経済状況については、消費や投資に力強さを欠くものの、雇用、所得環境は

引き続き改善するなど緩やかな回復基調が続いておりますが、国では持続的な経済成長

と一億総活躍社会の実現に向け、大胆な経済対策を講ずることとしております。このよ

うな中、国の平成２９年度予算につきましては、昨年１２月２２日に閣議決定され、本

年１月２０日に国会に提出されました。その予算編成に当たり基本的な考えとして、経

済の再生を最優先課題と位置づけた三本の矢を推進してきましたが、さらに新三本の矢

に沿った施策を推進することが盛り込まれております。 

 第１の矢である戦後最大の名目ＧＤＰ６００兆円に向けては、地方創生、国土強靱化、

女性の活躍も含め、あらゆる政策を総動員することにより、デフレ脱却を確実なものと

しつつ、経済の好循環をより確かなものとすること。第２の矢である希望出生率１．８、

第３の矢である介護離職ゼロに向けては、子育て、介護の環境整備等の取り組みを進め、

国民一人一人の希望の実現を支え、将来への不安を払拭し、少子高齢化社会を乗り越え

るための潜在成長率を向上させる取り組みが示されております。 

 一方、地方財政ベースでの予算規模は８６兆６，１００億円で、前年度対比８，５０

８億円、１．０％の増加となっており、地方交付税は１６兆３，２９８億円で、前年度

対比４，００２億円、２．２％の減少、地方交付税の振りかえ措置として臨時財政対策

債は４兆４５２億円で、前年度対比２，５７２億円、６．８％の増加となっております。

臨時財政対策債を含めた実質的な地方交付税の総額は２０兆３，７５０億円で、前年度

対比１，１３３億円、０．６％の減少となっております。また、地方公共団体の安定的

な財政運営に必要な地方税、地方交付税、臨時財政対策債及び地方譲与税等の一般財源

総額は６２兆８０３億円となり、前年度対比４，０１１億円、０．７％の増加となって

おります。このような国の動向を踏まえた上で、羽幌町の予算編成に当たりましては、

まちづくりの指針である羽幌町総合振興計画を基本とし、地方創生に向けた羽幌町まち

・ひと・しごと創生総合戦略や本年度策定した公共施設マネジメント計画等をもとに予

算編成を行ったものであります。 

 まず、歳入については、主要な財源である地方交付税は、実績及び動向を考慮し見込

むこと、自主財源である町税は、経済情勢を考慮しつつ、適正な滞納対策による徴収率

の向上を図り、確実な収入を見込むものであります。また、後年度への財政負担を伴う

町債の借り入れは、新規発行の抑制により減少傾向ではありますが、有利な起債を優先

し、事業内容に応じて借り入れの判断を慎重にしたところであります。さらに、特別会

計の基金繰り入れについては、制度に基づき繰り入れを行っており、一般会計において

は特定目的基金を事業目的に応じて繰り入れし、財源不足については財政調整基金等の

繰り入れを行っております。 

 次に、歳出ですが、経常経費については一定の予算枠を各課に配分し、その枠の範囲

内で予算編成する枠配分方式を継続し、臨時費については各課が事業予算を要求し、そ

の必要性、金額などを査定する積み上げ方式により、次の方針に基づき予算編成しまし
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た。１点目は、徹底した行財政改革であり、事業の成果や検証により必要性が低下した

事業は廃止や縮小、凍結などを図り、事業のスクラップ・アンド・ビルドを徹底するこ

とであります。２点目は、公共施設マネジメントの推進であり、公共施設の維持管理費

について、ライフサイクルコストを考慮した効率的な管理により施設の長寿命化を図る

とともに、緊急性、必要性、優先度を見きわめ、適切に予算に反映させることでありま

す。３点目は、政策的事業の推進であり、既存事業の縮小または廃止による財源確保を

図りながら、財源の範囲内で政策的な事業を積極的に推進するものであります。４点目

は、町民の声、現場の声、住民ニーズへの対応であり、町民生活で発生する新たな行政

需要に対応するため、内容の的確な把握に努め、効果や必要性を十分精査した上で予算

に反映させるものであります。５点目は、予算編成過程の積極的な公表であり、予算の

透明性の確保を図るため、限られた財源をいかに効率よく効果的な事業に配分したのか、

事業の選択と優先順位をどのように意思決定したのか、わかりやすく公表するものであ

ります。 

 これらの点を考慮しながら編成いたしました各会計予算の概要について申し上げます。

予算の状況ですが、一般会計７２億２，１００万円と６つの特別会計を合わせた予算の

総額は１０１億３，４１０万円で、前年度対比１億２，５００万円、１．２％の減少と

なっております。 

 次に、歳入予算の主な概況ですが、地方交付税は３０億６，０００万１，０００円、

前年度対比４，６９６万３，０００円、１．５％の減少を見込み、国庫支出金も羽幌小

学校改築事業の減少により６億１，３２０万１，０００円、前年度対比２億１，４７６

万６，０００円、２５．９％の減少を見込んでおります。繰入金は６億６，６２２万１，

０００円、前年度対比２億５，５５６万円、６２．２％の増加は、教育施設整備基金や

財政調整基金、減債基金の増加によるものでございます。 

 歳出予算の状況で、経常費は総額４８億９，５９９万３，０００円、前年度対比２億

９３７万４，０００円、４．５％の増加で、臨時費では総額２３億２，５００万７，０

００円、前年度対比２億８，５３７万４，０００円、１０．９％の減少となっており、

合計では７，６００万円、１％の減少となったものでございます。 

 次に、２９年度の主な事業についてご説明申し上げます。地域振興対策では、移住定

住促進事業として民間住宅の購入や民間賃貸集合住宅への補助を行い、シングルペアレ

ント移住雇用マッチング事業により移住定住促進を図ります。また、都市間交流事業と

して、神奈川県海老名市と羽幌特産のエビつながりによる交流事業を実施し、海老名市

を初めとする都市住民に羽幌町の魅力をＰＲ、発信し、都市住民を羽幌町に誘引します。

防災関連では、北海道の津波浸水予測の見直しに伴うハザードマップ更新を行い、防災

用資機材の確保も図り、災害対策を充実させます。医療対策としては、医師確保対策事

業や助産師、看護師確保対策事業を継続し、医師及び看護師などの確保を目指すととも

に、道立羽幌病院利用者の利便性向上のため、病院山側にバス待合所を設置します。ま
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た、子供の疾病予防として実施しているおたふく風邪、ロタウイルス、インフルエンザ

の任意予防接種助成事業に継続して取り組みます。子育て支援対策としては、すこやか

健康センター内に子育て支援センターを設置して、体制強化及び事業拡大を図ります。

生活環境では、空き家の改修や解体への助成を行う空き家対策事業や既存住宅の改修に

補助する住宅改修促進助成事業を継続し、生活環境の改善を図ります。道路関連では、

道路ストック事業の結果を踏まえ、南６条通り舗装修繕工事等を行い、橋梁長寿命化事

業も計画に沿って継続して取り組みます。環境対策としては、新たに策定予定の羽幌町

環境基本計画をもとに事業を進め、今年で開館２０周年を迎える海鳥センター記念事業

として、海鳥シアター映像更新や記念シンポジウムに補助します。次に、産業振興でご

ざいますが、商工業においては、地域資源を活用した６次産業化促進事業や販路拡大支

援事業、創業支援事業を継続し、新規事業として中小企業者の設備更新等の改修事業へ

の補助や専門知識を向上させるための資格取得等への補助を設け、商工業振興の充実を

図ります。農業振興においては、３年計画の２年目を迎えるアスパラ振興対策事業によ

る品種更新を行い、畜産担い手育成総合整備事業により高台地区及び焼尻地区の草地改

良事業に取り組み、農畜産物の品質向上による農業所得の向上を図ります。林業におい

ては、森林の適正な管理を図るため、町有林整備事業や民有林除間伐奨励事業を継承し、

水産業においては、後継者育成を図る新規就業者等育成事業や刺し網被害に対する支援

を継続します。公園整備については、バラ園を再整備し、魅力ある場所、場面の提供を

行い、子供たちが安心して遊べる環境づくりとして、農村公園に複合遊具施設を整備し

ます。観光振興においては、観光事業を推進する観光協会や支部への補助を継続し、観

光客の増加を図ります。教育関連では、今年度で最終年度となる羽幌小学校改築事業を

実施し、学校図書館の充実を図るため、各学校の図書更新を図り、羽幌高等学校の魅力

ある学校づくりへの支援として、通学定期券購入や入学準備費への補助を継続し、羽幌

高等学校教育振興会補助事業の充実を図ります。また、体育施設管理運営対策として、

エアロバイクや卓球台の更新を行い、施設の充実とスポーツ振興を図ります。そのほか、

多くの事業を予算化しておりますが、内容につきましては担当課長から説明をいたしま

す。 

 以上で一般会計を終わらせていただきまして、特別会計予算の概要についてご説明申

し上げます。まず、国民健康保険事業特別会計ですが、予算の総額は１２億円で、前年

度対比１億４００万円、８％の減少となっております。これは、医療費の減少による保

険給付費の減少が主な要因でございます。 

 次に、後期高齢者医療特別会計について申し上げます。予算の総額は１億１，９００

万円で、前年度対比６０万円、０．５％の増加となっております。 

 次に、介護保険事業特別会計について申し上げます。介護保険事業勘定及びサービス

事業勘定を合計した予算の総額は１０億６，０００万円で、前年度対比１億円、１０．

４％の増加となっております。これは、保険事業勘定の保険給付費において要介護者の
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増加等による介護サービス等給付費の増加が主な要因でございます。 

 次に、下水道事業特別会計について申し上げます。予算の総額は４億７，３００万円

で、前年度対比５，０００万円、９．６％の減少となっております。これは、羽幌浄化

センターの事業減少が主な要因でございます。 

 次に、簡易水道事業特別会計について申し上げます。予算の総額は４，４１０万円で、

前年度対比４１０万円、１０．３％の増加となっておりますが、天売浄水場のテレメー

ター更新が主な要因でございます。 

 次に、港湾上屋事業特別会計について申し上げます。予算の総額は１，７００万円で、

前年度と同額となっております。 

 続きまして、水道事業会計について申し上げます。業務の予定量は、給水戸数３，４

１８戸、年間総給水量は９３万トンを見込み、収益的収支では給水収益２億２，５３９

万９，０００円など、水道事業収益総額の２億４，０７６万２，０００円に対し、支出

では運転管理委託料など原水及び浄水費に５，３５７万９，０００円、量水器取りかえ

工事など配水及び給水費に３，１４６万２，０００円、人件費等内部管理経費を計上す

る総務費に３，１２５万８，０００円、減価償却費に５，４８４万９，０００円、企業

債利息に１，５７３万２，０００円など、水道事業費用総額は１億９，９５８万８，０

００円を予定した結果、収支差し引き４，１１７万４，０００円の黒字となる見込みで

ございます。 

 次に、資本的収支では、支出で建設改良費に３，２４４万６，０００円、企業債償還

金に５，３８１万円で総額８，６２５万６，０００円となりますことから、予定収入が

ありませんので、全額を損益勘定留保資金により補填しようとするものでございます。

今後も業務の効率化、コスト削減による経営の健全化を図り、長期的な視点を持って企

業運営に一層の経営努力をいたす所存でございます。 

 以上が平成２９年度一般会計及び各特別会計並びに水道事業会計予算の概要でござい

ますが、今後の行財政運営につきましては、我が町の基本計画となる羽幌町総合振興計

画を基本としつつ、人口の将来展望を示す地方人口ビジョンを考慮し、羽幌町まち・ひ

と・しごと創生総合戦略による地域活性化対策を推進し、今後の公共施設の方向性を定

めた公共施設マネジメント計画により、適正な公共施設の維持管理に努め、これらを網

羅した長期的な財政計画を作成し、羽幌町の身の丈に合った財政運営を目指し、将来に

わたり健全な財政運営が堅持できるよう努めてまいる所存でございますので、今後とも

議員各位のご理解、ご協力を賜りたいと存じます。 

 以上で平成２９年度予算提案理由の説明を終わらせていただきますが、よろしくご審

議、ご決定賜りますようお願いを申し上げます。 

〇議長（森  淳君） 以上で予算議案の提案理由の説明を終わります。 

 

    ◎発議第１号 
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〇議長（森  淳君） 日程第３３、発議第１号 羽幌町各会計予算特別委員会の設置

並びに委員の選任についてを議題とします。 

 提案理由は、平成２９年度予算議案を審査するため特別委員会を設置しようとするも

のであります。 

 お諮りします。ただいま一括議題となっております本案について、羽幌町議会委員会

条例第４条の規定に基づき、全員の議員をもって構成する羽幌町各会計予算特別委員会

を設置し、同委員会に付託の上、審査することにしたいと思います。これにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） 異議なしと認めます。 

 したがって、発議第１号は全員の議員をもって構成する羽幌町各会計予算特別委員会

を設置し、これに付託して審査することに決定しました。 

 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 １時２８分 

再開 午後 １時２９分 

 

〇議長（森  淳君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 羽幌町各会計予算特別委員会の正副委員長の互選の結果、委員長に８番、磯野直君、

副委員長に５番、小寺光一君と決定したので、報告いたします。 

 

    ◎休会の議決 

〇議長（森  淳君） お諮りします。 

 羽幌町各会計予算特別委員会の予算審議のため、これから３月１０日の羽幌町各会計

予算特別委員会閉会まで休会したいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） 異議なしと認めます。 

 したがって、これから３月１０日の羽幌町各会計予算特別委員会閉会まで休会するこ

とに決定しました。 

 ただし、会議規則第１０条第３項の規定により、休会中であっても羽幌町各会計予算

特別委員会終了次第本会議を開きます。 

 

    ◎散会の宣告 

〇議長（森  淳君） 以上で本日の議事日程は全部終了しました。 

 本日はこれで散会します。 

（午後 １時３０分） 


